
美郷町マスコットキャラクター 

   「みさとちゃん」 

                                        令和２年１１月号 

 

美郷町共同学校事務室よりお役立ち情報をお届けします 

                                       
朝晩ずいぶん冷え込んできましたね。異動されてきた先生方、美郷はまだまだ冷え込みます。ダウンジャケット

等防寒のご用意を！さて、内容は前回に引き続き『扶養』に関することです。ぜひご確認ください。 
 

～現在の共同学校事務室の取組～ 

今号では『 給与・総務チーム 』をとりあげます！ 

☑ 町内旅費執行状況管理表の作成 

☑ 各種手当の一括管理 

☑ 各種手当の事後確認・年末調整等の共同処理 

⇒全学校の各種書類や旅費を含めた予算等を一括管

理することで事務手続きのミスの防止、効率的な予算

執行を推進します。  

 

今すぐ検索！＊最近のおすすめ情報＊ 

国・各自治体等が進めている支援策を紹介します。 

【検索ワード】   【使用期限】  【対象範囲】 

❏「ひなた食事券」 R3.2.28 宮崎県内全域 

❏「ヒュー！っと泊まって旅得」 R3.２月上旬 日向市 

❏「第２弾 元気クーポン」 R3.1.31 ※日向市民限定 

❏「周遊ドライブパス」 R3.2.1 西日本高速道路 

詳細は調べてみましょう！きっと役立つ情報があります。 

１０３万円の壁 と １３０万円の壁！ 

扶養を考える際によく耳にするこの言葉ですが、その違いについて、Ａさんを

例に見てみましょう。 

あるところに、Ａさん（年収６５０万円）と配偶者Ｂさん（年収５０万円）が仲良く暮

らしていました。しかし、Ｂさんはもっと自由に使えるお金が欲しいと思い、勤務時

間を増やすことにしました。その結果、Ｂさんの年収が・・・ 

 

 

 

 

 

 

 ただし、Ａさんの勤め先や年収によって条件が変わる場合がありますので、詳

細について知りたい方は、各学校事務職員まで遠慮なくお尋ねください。 
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【１０３万円を超える場合】 

Ｂさんの所得に所得税がかかる。 

【１３０万円を超える場合】 

Ａさんの扶養から外れ、社会保険に自分で加入

する必要がある。 

になる 今までは所得税がかか

らなかったのに！ 
今持っている保険証を返して、会社の

社会保険に入る手続きをしなきゃ！ 


